




参考資料


2025年度(第12回)助成決定案件の概要
	　助成対象先
	　　　　事業の概要

	よねざわちほう
米沢地方森林組合
（山形県）


事業実施面積　　29ha


	事業名：南陽市秋葉山山火事からの超回復プロジェクト

	
	令和６年に発生した南陽市秋葉山における森林火災で焼失した122haに及ぶ森林については、全域が山形県県南県立自然公園に指定されており、その再生に関して制限があることに加え、民有林については所有者自身も所有する山林の境界がわからない箇所も多い。このため、当組合は、2025年度事業において境界明確化を行い所有者の確認等を行うとともに、エリアを自然公園の機能を発揮させる箇所、林業としての活用を目指す箇所等、制限内容や有識者の見解も踏まえたゾーニングを実施している。
本年度は、ゾーニングに基づく森林整備や、南陽市と連携した植樹イベントの実施など小学生や市民へ本事業の普及啓発活動を行うことで、将来にわたって市民に親しまれながら活用でき、森林の持つ多面的機能が高度に発揮される秋葉山の再生を目指す。
（申請の背景等）
本事業では、対象地を「公園林」、「生産林」、「環境林」としてゾーニングし、その機能発揮のため、被害状況に応じ伐倒、破砕散布、植栽等の整備を行うこととしている。加えて、森林再生の取組みに市民が直接参加することで、ゾーニングの意味や森林のもつ多面的な機能を広く学び、体感してもらえるようなフィールドとして整備し、被災森林を速やかに蘇らせることを目標として、今回の申請に至ったもの。


	きょうたんば
京丹波森林組合
（京都府）


事業実施面積　　9ha


	事業名：天然林改良と教育林づくりを中心とした整備による広葉樹林活用のモデル事業

	
	近年、広葉樹林を巡っては、海外から供給される材が不安定となっている一方、種々の活動の場として需要が根強いこともあり、広葉樹林への関心が高まっている。
本事業では、その広葉樹林において、森林の公益的機能を維持・向上させつつ、木材生産と空間利用が両立する継続利用が可能なモデル林の整備、特に空間利用については、森林教育等のための場を整備し、ハード事業にとらわれないソフト利用による収益づくりの仕組みを構築、併せて地域還元の方法についても検討することを目的とする。
（申請の背景等）
本事業の対象地は集落に隣接しており、アクセスが良好ながら近年は里山としての利用が縮小している。この未利用状態の広葉樹林で木材搬出や更新のモデル事業を実施し、得られた知見を京都府や京丹波町に共有することで、現状では事業量が限定的になっている広葉樹林施業の拡大を促進する。また、空間利用についても仕組みづくりを行い、木材生産以外の需要にも対応して森林の魅力創出、関係人口の増加、収益化、担い手の育成などにつなげるため、今回の申請に至ったもの。



	
みなべ川森林組合
　（和歌山県）


事業実施面積　　　　7ha

	事業名：ウバメガシ林の軽架線択伐モデル構築とシカ管理による持続可能な薪炭林整備
～世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」の継承を目指して～

	
	みなべ町の特産品である備長炭、その原木を生産するウバメガシ薪炭林がもたらす里山機能は世界農業遺産として認められているが、近年は施業未実施やシカによる萌芽枝の食害により、原木供給の縮小、「梅システム」に不可欠なミツバチ蜜源となる下層植生の減少や水源涵養機能の低下など、地域全体に深刻な影響を及ぼしている。
本事業はこれらの課題を解決し里山機能を回復するため、地域全体の産業や環境、文化への影響など、まさに森林の多面的機能を考慮した、一体的かつ省力的で持続可能な施業システム構築を目指すことを目的とする。
（申請の背景等）
事業対象地は、急斜面や麓の梅畑との競合で作業道が延伸されず施業未実施により原木が大径化し、樹冠閉鎖による光環境悪化に加え、激化するシカの食害によりウバメガシの天然更新が期待できない状況となっている。
このため、急斜面地の択伐施業に適した作業道・モノレールの敷設と軽架線集材システムの構築、ドローンによる効率的な施業候補地調査とモニタリング、事業地へのシカ侵入を制限する効率的な柵の設置などを行い、森林の公益性を持続的に発揮できるモデル林の構築を行うため、今回の申請に至ったもの。

	ながさきけん
長崎県森林組合連合会
　（長崎県）


事業実施面積　　　　14ha
	事業名：後継世代を巻き込んだ集約化と非皆伐施業によるヒノキ人工林の再生・循環～生産森林組合を紐帯とした水源の森づくり～(２年間事業)

	
	人工林の大半をヒノキが占める長崎県では、列状間伐を経て皆伐再造林に移行しつつあるが、一般民有林の集約化が停滞する中、目標林型への到達を待たずにやむなく皆伐という事例が少なくない。
本事業では、本県の基軸であるヒノキ人工林の再生・循環のため、島原半島において〈デジタル選木〉によるヒノキ非皆伐施業を実証し、列状間伐に代わる地域独自の選木による抜き伐りのモデル林分を創出・展示する。また、生産森林組合(以下、生森)を紐帯として、長期に及ぶ森づくりの基盤となる後継世代を巻き込んだ集約化構想を策定することを目的とする。
（申請の背景等）
本事業では、鍋島藩による保残木施業の歴史を有する島原半島に事業地を設定し、1年目に〈後継世代を巻き込んだ集約化〉として、生森と生森の組合員の個人有林を新たに集約化しつつ、生森の経営改善や世代交代を支援し、地域森林を水源林として管理するための構想を策定、次に、同構想に基づく非皆伐施業のモデル林分を２箇所設定し、〈デジタル選木及びゾーニング〉による搬出間伐（未間伐＆未成熟林）と更新伐（間伐済み＆成熟林）を２か年に分けて実施する。特に、二等地を対象としたヒノキ非皆伐施業（＝搬出間伐・更新伐）については、技術的に十分確立されているとは言い難く、本実証によって今後の森づくりの指針を得るため、今回の申請に至ったもの。



